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世代間の公平性

公平性 (equity, justice, fairness)

利益、負担、リスク等を正当な基準に基づいて現存

する人々に配分すること

世代間の公平性 (intergenerational equity)

利益、負担、リスク等のを正当な基準に基づいて各

世代に配分すること 2
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放射性廃棄物問題

気候変動問題

生物多様性問題

世代間公平性

世代間倫理の基礎づけ

具体的な問題における
世代間公平性の考察



教訓としての高レベル放射性廃棄物（HLW）問題

• HLW＝今後の意思決定に教訓をもたらす事例

☞科学技術の長期的な影響力の一つの事例

☞総量規制の議論？
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課題としてのHLW問題

• すでに排出されたHLW＝長期的リスクや負担の原因

☞処分問題において世代間の公平性を実現できる？

☞世代間の公平性を実現できないとしたら、どのよう

な対応がより倫理的？
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HLW問題における世代間の公平性①

「将来世代の防護：放射性廃棄物は、予測される将

来世代の健康への影響が、現在容認できる影響レ

ベルを上回ることのないように管理する。」（IAEA,1

995, p.6）

「将来世代への負担：放射性廃棄物は、将来世代に

過剰な負担を負わせないように管理する。」（IAEA,1

995, p.7）
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「廃棄物を産み出した者こそが責任を取るべきであ

り、将来世代に過度の負担を強いることのないよ

うな方法でこれらの物質を管理するために諸々の

資源を提供すべきである。」（OECD/NEA,1995, p.8）

＝汚染者負担原則

「将来世代への配慮は放射性廃棄物の管理において

根本的な重要性を持つ。この原則は、ある行為に

よって利益を得る者がその結果生じる廃棄物を管

理する責任を負う、という倫理的な考慮に基づい

ている。」（IAEA, 1995, p.7）

＝受益者負担原則

➡️最終処分（地層処分）の推奨 7
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現世代 将来世代過去世代



HLW問題における世代間の公平性②

「将来世代にオプションを残すこと：時間と共に知
識が増えていく、また、価値判断が変化する場合
には、安全のため、および長期的防護のために資
源を利用することを自分の意思で決定する自由を、
将来世代に与えるものとする。さらに、処分場は、
廃棄物の回収、モニタリング、処分場の補修と
いった将来の活動を不必要に阻害しないように設
計しなければならない。」（ OECD/NEA, 2011, p.18）

☞決定権の世代間公平性
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HLW

過去世代 現世代 将来世代



問題1：管理負担と決定権のトレードオフ

◼️最終処分（可逆性・回収可能性がない）

•「負担の世代間公平性」を優先

•「決定権の世代間公平性」は実現不可能

◼️地上・浅地中管理

•「決定権の世代間公平性」を優先

•「負担の世代間公平性」は実現不可能
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問題2：「若い現世代」との世代間不公平

• 地層処分のために30〜50年間の冷却貯蔵が必要

• 処分場建設の是非、立地等についての意思決定、処

分場の建設自体に時間がかかる可能性

☞若い現世代が受忍世代になっている可能性

＝現世代内での不公平性

☞まだ現存しない比較的遠い受忍世代の想定

＝発生世代と将来世代との不公平性
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過去世代
現世代

（発生世代）

将来世代
（受忍世代）

若い現世代
（受忍世代）



長期的リスクに対応するための次善の目標

• 世代間の公平性の十全な実現は事実上不可能

• 世代間の公平性にこだわり過ぎることが選択の余地

を狭める可能性も

☞持続的な共同体に対するリスクと負担を最小化する

方策の探求

☞世代間の公平性は目指すべき理念（統制的理念）と

して堅持
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持続的共同体



持続的熟議による漸進的最適化

• その時々の現世代が、短・中・長期的な見通しを

立て、意思決定する

• 前の世代の意思決定を自明視するのではなく、必

要な場合には、前の世代の施策を修正したり、後

戻りさせたりして、漸進的な最適化を行う

•強力な確証がない限り、将来の意思決定をできる

だけ制約せず、柔軟な対応の可能性を維持する

☞若い現世代との対話による将来世代への配慮

＝「次の世代」に「次の次の世代」への責任を果たす可

能性を残す責任 16
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地層処分 地層処分（R&R） 地上・浅地中管理

監視・管理 不要 可能（段階的縮小） 可能

管理負担 なし あり（段階的縮小） あり

リスク 早期漏洩、不可視化 早期漏洩、不可視化 自然災害、テロ

選択権
・

決定権

なし

＊あり

（採掘可能性を回収
可能性に含める
場合）

段階的縮小

＊あり

（採掘可能性を回収
可能性に含める
場合）

あり



地層処分における可逆性・回収可能性（R&R報告書）

• 廃棄物の定置を決定した後は、回収する意図はない

とみなされる（OECD/NEA 2011, p.23, 34頁）

• 貯蔵は、処分の代替的手段ではなく、最終処分につ

ながる管理方策の一つの段階（ OECD/NEA 2011, p.23, 34頁）

• 可逆性は、適切な時期に判断をする必要性は尊重し

つつ、熟慮を重ねながらオプションをつぶしていく

方法（ OECD/NEA 2011, p.28, 42頁）

☞R（回収可能性）スケール
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ポイント

• あくまでも最終処分が目標

• 後戻りできる可能性を消極的に残す

• 管理負担と決定権のトレードオフが解消できるわけ

ではない

• Rスケールの段階が進めば進むほど、後戻りがしに

くくなる（技術的にも、心理的にも）

☞決定権の世代間公平性を重視するならば、一つ一

つの段階を進む際の意思決定の責任は極めて重い
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論点1：貯蔵を続けるのか？

• 資源として取り出す明確な意思があるか？（OECD/NE

A 2011, p.58, 83頁）

• 不確かな見通しの中で、地下に巨大な構造物を建造

するために資金と労力を投入すべきか？

• 最終処分を完結させる条件が整わず、監視を続ける

のであれば、将来の負担は地上管理と違いがないの

では？

☞地下深部 or 地上ないし地下浅部？

←「現世代と将来世代の両方の健康と安全を守る倫理

的な責任」（OECD/NEA 2011, p.49） 20



論点2：地下深部に施設を作るとしたら？

• 「最終処分につながる管理方策の一つの段階」とし
て貯蔵するのか？

• 貯蔵施設か最終処分施設かを決定せずに運用するの
か？
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論点3

「地層処分は、全ての国のプログラムで想定されて

いるように、原理的には常に可逆性を有する。長

期的な制度的監視が終わった後でも、また、廃棄

物容器の健全性が期待できる時間を超えた後で

も、廃棄物の回収は可能と考えられる。」（OECD/NE

A 2011, p.8, 13頁）

「放射性廃棄物を最終処分場に集め、閉じ込めると

いう政策は、たとえ大きな労力と費用がかかろう

とも、事実上、廃棄物は非常に長い期間(1000 年

以上)にわたって廃棄物を取り出しうる状態にする

ことでもある。」（OECD/NEA 2011, p.60,87頁）

☞採掘可能性＝決定権の世代間公平性？？？ 22



論点4

• 貯蔵施設であれ、最終処分施設であれ、立地の問題

においてNIMBYという言葉が使われることがある。

もしNIMBYが「わがまま」「地域エゴ」といった

ニュアンスを含んで利用されているのだとしたら、

そのことのうちに問題を困難にする原因が含まれて

いるのではないか？

☞地域コミュニティが自分自身を守る権利と責任

☞地域コミュニティの将来世代に対する責任の表明、

あるいは、コミュニティとして自分たちがどうあ

りたいかということの表明
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